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◇とき　4月 20 日㈰　7:00 ～
◇ところ　梶漁港魚市場周辺
◇内容
○カニ汁，貝汁，炊き込みご飯，魚
のフライ等の無料配布（7:00 ～）

○活魚，新鮮野菜等の販売（7:30 ～）
◇問い合せ先　山口県漁協厚狭支店
（☎ 74-8221）

梶 漁 港　 日 曜 朝 市
4 周 年 記 念 イ ベ ン ト

春の全国交通安全運動
4 月 6 日㈰～ 15 日㈫

～住みよい山口  いつも心に  交通安全～
　春は，新入学後の子どもたちの不
慣れな登下校，レジャーの活発化，
県内外からの観光客の増加等から交
通事故の多発が懸念されます。市民
一人ひとりが交通ルールを守り，正
しい交通マナーの実践を習慣づけ，
交通事故防止を図りましょう。
【重点目標】
○子どもと高齢者の交通事故防止
○全ての座席のシートベルトとチャ
イルドシートの着用の徹底

○自転車の安全利用の推進
○飲酒運転の根絶
【期間中の主要行事】
■須恵保育園児による交通安全キャ
ンペーン

◇とき　4 月 10 日㈭　10:00 ～
◇ところ　須恵保育園
■交通安全クイズウォークラリー
◇とき　4 月 12 日㈯　10:00 ～
◇ところ　江汐公園
■問い合せ先　総務課（☎ 82-1122）

県立おのだサッカー交流公園
☎81-3100

　サッカーを
中心とした「ス
ポーツによる
まちづくり」の
拠点として整備
された当公園に
は，天然芝サッ
カー場と色々な
スポーツ競技に
使用できる多目的スポーツ広場があ
ります。約 1km の外周園路や芝生
広場は，散歩やジョギング，ボール
遊びなど，憩いの場としてどなたで
も気軽にご利用いただけます。暖か
い日が続くこの季節，芝生の緑は日
増しに鮮やかになっています。ぜひ，
ご来園ください。
◎今月の主な行事
　6日㈰　山口県社会人サッカーリーグ
　26 日㈯～ 27 日㈰　山口県クラブ
ユースサッカー中国大会予選

※清掃した「はかり」と，検査手数料をご持参ください。なお，手数料についてはお問い合わせください。

　◎検査日程

4 月 21日㈪
10:00 ～ 12:00 商工センター
13:30 ～ 15:30 市民館

4月 22日㈫
10:30 ～ 11:30 本山公民館
13:00 ～ 15:00 赤崎公民館

4月 23日㈬
10:00 ～ 12:00 埴生公民館
13:30 ～ 15:00 厚陽公民館

4月 24日㈭
10:30 ～ 12:00

厚狭公民館
13:00 ～ 15:00

4 月 25日㈮
10:30 ～ 11:30 有帆公民館
13:00 ～ 15:30 市役所玄関前

特定計量器（はかり）の定期検査

◇問い合せ先　商工労働課（☎ 82-1150）

【休館日】毎週月・火曜日・29日㈷

きららガラス未来館
☎88-0064

◇申込方法　当日先着順
※ 10 人以上で参加される場合，事
前にご連絡ください。

■サンドブラスト　1,050 円～
■エナメル絵付け　1,250 円～▲

詳しくは，電話またはホームペー
ジをご覧ください。

▲

4月29日（祝日の火曜日）は休館
です。5月5日（祝日の月曜日）は
開館し，7日㈬を臨時休館とします。

(http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/
glass/mnj_glass.htm)

◆吹きガラス体験教室
　4月～6月体験者募集！

日程 時間 定員
4月13日㈰・20日㈰・
26 日㈯ 午後 5人

4月 27 日㈰ 午前 5人
午後 5人

5月 3日㈷・5日㈷ 午前 5人
午後 5人

5月 11 日㈰ 午後 5人

5月18日㈰・25日㈰ 午前 5人
午後 5人

6月 1日㈰・8日㈰・
22 日㈰・28 日㈯

午前 5人
午後 5人

※作品のお渡しには 1 週間程度お
時間をいただきます。

◇対象　小学生以上
◇時間　午前： 9:00 ～ 12:00
　　　　午後：13:30 ～ 16:30
◇料金　2,550 円～ 3,550 円
◇申込方法　電話予約
※ご希望の方には，無料でプレゼ
ント用ラッピングとメッセージ
カードをサービスします。必ず
申込時にお申し出ください。
◆ゴールデンウィークガラス
体験教室開催！

◇対象　4歳以上
◇とき　5月 4日㈷
　9:00 ～ 11:00，13:30 ～ 15:30

　取引や証明に使用する「はかり」は必ず定期検査を受

けてください。ただし，計量士による代検査を受けてい

る場合は，この検査を受ける必要はありません。また，

2年前の定期検査後に購入された「はかり」は，今回の

検査を免除されますが，検定証印または基準適合証印の

側に表示されている「年月」から 3年（1年のものもあ

ります）を経過していないものに限ります。


